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高日向山地域地熱発電計画(仮称)
環境影響評価方法書

ご説明資料
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１．事業計画について
２．環境影響評価の項目選定について
３．環境影響評価の実施方法

ご説明内容
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対象事業の目的

●背景

有望な地熱資源が確認された高日向山地域に地熱発電所を建設
電力の安定供給及び地球温暖化対策への貢献を目指す

方法書P2.1-1(3)

１．事業計画について

 COP28(2023年)を受けて再生可能エネルギーの導入が推進される

 第7次エネルギー基本計画(2025年)において、2040年度に向けて地熱
発電の導入を加速させていく、とされている

 「大崎市高日向山地域地熱発電の資源量調査事業／JOGMEC[*]」

(2018～2024年度)に当社地熱調査が採択。各種調査を経て地熱資源量

評価を実施したところ、出力15,000kW規模の地熱発電事業に必要な地

熱資源量が存在するとの評価が得られた

●当社のカーボンニュートラルへの取り組み

 2021年に「J-POWER“BLUE MISSION 2050”」を策定、2050年のカーボ
ンニュートラルと水素社会の実現を目標に取り組みを加速

 長年の再生可能エネルギー(水力・風力・地熱)の開発・保守・運転で
得られた知見を強みにCO2フリー電源の新規開発を推進

*：独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
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対象事業の内容・対象事業実施区域の位置及びその周辺の状況

方法書P2.2-1,4(4,7)

１．事業計画について

原動機 汽力(地熱)

出 力 14,900kW

所在地
宮城県大崎市鳴子温泉
鬼首字荒雄岳3番ノ1 他

面 積

発電所部分： 15.8万m
2

工事用水の配管路
（その他）： 4.8万m2

対象事業実施区域：約20.6万m2

調査井掘削時における掘削用水の配管路
（左：市道沿い、右：林道沿い）

出典:国土地理院撮影の空中写真(2009年撮影)
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配慮書からの計画変更
１．事業計画について

変更事項 配慮書 方法書 変更理由

区 域
事業実施
想定区域

約44万m2

対象事業
実施区域

約20.6万m2

(▲23.4万m2)

・工事用水の配管ルート幅を実態に合わせて
見直し(▲23.2万m2)

・対象事業実施区域と荒雄岳登山道との干渉
を回避(▲0.2万m2)

出 力 15,000kW級 14,900kW

配慮書段階ではダブルフラッシュ方式も検討
していたが、蒸気条件や蒸気・熱水比率等を
踏まえ、方法書段階ではシングルフラッシュ
方式を採用し、出力を14,900kWとした

配置計画 スライドp.6に記載

配慮書意見「事業の実施に当たっては、チシ
マザサーブナ群団の分布を把握した上で、自
然度の高い植生の改変面積をできる限り小さ
くし、保全に努めること」への対応
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 配慮書手続きにて、関係行政より「事業の計画に当たっては、チシマ
ザサ－ブナ群団の分布を把握した上で、自然度の高い植生の改変面積
をできる限り小さくし、保全に努めること」との意見

 配慮書段階の計画案よりも更に自然度の高い植生の改変を縮小すべく、
配置計画の見直しを実施

＜配慮書段階＞

ブナ林の改変を縮小

伐採せずに利用

ブナ林

C基地

D基地
C基地

D基地

配慮書からの計画変更（配置計画）
１．事業計画について

＜方法書段階＞

方法書P7.2-11,12(387,388)電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

〔 凡 例 〕

発電設備

生産基地

還元基地

作業用地・通路

作業用地

(伐採なし)

法面その他

○ 坑井

● 坑井(既存)

既改変区
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方法書P2.2-7(10)

地熱発電設備の概要
１．事業計画について
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方法書P2.2-6(9)

項 目 種 類

主
要
機
器
等
の
種
類

生
産
・
還
元
設
備

生産井

方 式 坑口集合方式

坑 数 4坑

掘削長（m） 1,000～2,000

還元井

方 式 坑口集合方式

坑 数 3坑

掘削長（m） 1,000～2,000

発
電
設
備

蒸気タービン
種 類 復水型

出力（kW） 14,900

発電機
種 類 三相交流同期発電機

容量（kVA） 約17,000

主変圧器
種 類 三相変圧器

容量（kVA） 約17,000

冷却塔
種 類 強制通風方式

高さ（m） 約13～17

主要機器に関する事項
１．事業計画について
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方法書P2.2-7,8(10,11)

●排ガスに関する事項

項 目 単 位 冷却塔出口

排出湿空気量 10
3
m3N/h 約2,000～3,500

排出湿空気温度 ℃ 約42～47

硫化水素排出量 m
3
N/h 約72

●熱水量及び熱水の主な水質

項 目 単 位 還元熱水 冷却水
オーバーフロー

熱 水 量 t/h 約240 約10～30

温 度 ℃ 約60～160 約25～37

水

質

水素イオン濃度（pH） － 約7～9 約4～7

塩素イオン（Cl
-
） mg/L 約900～1,450 －

シリカ（SiO2） mg/L 約750～1,050 －

ひ素（As） mg/L 約2 －

排ガスに関する事項／熱水に関する事項①
１．事業計画について
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方法書P2.2-8,9(11,12)

●熱水の処理方法

 気水分離器等で分離した熱水・冷却塔のオーバーフロー水は還元井

から地下深部へ還元(スケール付着抑制のため、必要に応じpH調整)

●一般排水に関する事項

 発電所からの施設の稼働に伴って発生する一般排水(プラント排水・

生活排水)はそれぞれ油水分離槽・浄化槽で処理・熱水槽にて熱水と

混合し、還元井から地下深部へ還元する計画

熱水に関する事項②／一般排水に関する事項
１．事業計画について
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方法書P2.2-10(13)

敷地造成工事：立木伐採工事、敷地造成工事
蒸気設備工事：生産井及び還元井掘削工事、輸送管(二相流体、蒸気、熱水)据付工事及び付帯機器(気水分離器等)据付工事
発電設備工事：基礎(冷却塔基礎等)工事、建物(発電所本館等)建築工事、発電設備(蒸気タービン、発電機、主変圧器、

冷却塔等)据付工事及び取水設備工事

工事開始：2028(令和10)年度以降（予定）
運転開始：2032(令和14)年度以降（予定）

工事の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
１．事業計画について
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方法書P2.2-11,12(14,15)

主要交通ルート
１．事業計画について

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

一般国道108号（ﾊﾞｲﾊﾟｽ含む）
→ 市道蟹沢線
→ 市道片山線
→ 市道八ツ森線

一般国道108号（ﾊﾞｲﾊﾟｽ含む）
→ 一般県道吹上鬼首線
→ 市道八ツ森線

一般国道108号（ﾊﾞｲﾊﾟｽ含む）
→ 一般県道沼倉鳴子線
→ 一般県道岩入一迫線
→ 市道片山線
→ 市道八ツ森線

対象事業実施区域
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方法書P2.2-13(16)

●景観対策

 対象事業実施区域は栗駒国定公園（第3種特別地域）に存在

 各法令等に基づき建屋の色彩等について周辺環境との調和に配慮

●産業廃棄物

 工事中及び運転開始後において発生した廃棄物の有効利用に努める

 有効利用が困難なものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等

に基づき適正に処理

●残土

 工事に伴う発生土は可能な限り土地造成に利用

 残土は対象事業実施区域外において関係法令に基づき適正に処理

その他の事項①
１．事業計画について
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方法書P2.2-13(16)

●工事中の排水等

 工事に伴う使用水の排水及び雨水排水等は、仮設沈殿池及び濁水処

理施設を設け近傍の沢へ排出

 坑井掘削工事に伴って生じる排泥水は、泥水処理装置により水と汚

泥に分離し、水は掘削用水として再利用

 機器洗浄水は、専門業者に委託して処理

 工事事務所からの生活排水は、仮設し尿槽に貯留した後、専門業者

に委託して処理

●用水

 用水は周囲の沢より取水し、貯水槽等に一時貯水ののち使用

 坑井掘削工事実施時は、周辺の沢に仮設の取水設備を配置し用水を

確保

その他の事項②
１．事業計画について
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環境影響評価の項目の選定①

方法書P6.1-5(319)

工事の
実施

土地又は工作物の存在
及び供用

工

事

用

資

材

等

の

搬

出

入

造
成
等
の
施
工
に
よ
る

一

時

的

な

影

響

地

形

改

変

及

び

施

設

の

存

在

施設の稼働 廃

棄

物

の

発

生

地
熱
流
体
の
採
取

及
び
熱
水
の
還
元

排

ガ

ス

排

水

環境の自然的構成要素
の良好な状態の保持を
旨として調査、予測及
び評価されるべき環境
要素

大気環境 大 気 質

硫 化 水 素 ○

窒素酸化物

粉 じ ん 等

水 環 境
水 質

水 の 汚 れ

水 の 濁 り ○

そ の 他 温 泉 ○

その他の
環 境

地形・地質
重要な地形
及 び 地 質

○

地 盤 地 盤 変 動 ○

環境要素の区分

影響要因の区分

１．「■」は、「発電所アセス省令」第21条第1項第4号に定める「火力発電所（地熱を利用するものに限る。）別表4」に掲げられる
環境影響評価方法書以降の手続きにおける参考項目であることを示す。

２．「○」は、参考項目のうち、環境影響評価の項目として選定した項目であることを示す。

２．環境影響評価の項目選定について
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工事の
実施

土地又は工作物の存在
及び供用

工

事

用

資

材

等

の

搬

出

入

造
成
等
の
施
工
に
よ
る

一

時

的

な

影

響

地

形

改

変

及

び

施

設

の

存

在

施設の稼働 廃

棄

物

の

発

生

地
熱
流
体
の
採
取

及
び
熱
水
の
還
元

排

ガ

ス

排

水

生物の多様性の確保及
び自然環境の体系的保
全を旨として調査、予
測及び評価されるべき
環境要素

動 物
重要な種及び 注目
す べ き 生 息 地

○ ○

植 物
重 要 な 種 及 び
重 要 な 群 落

○ ○※

生 態 系
地 域 を 特 徴
づ け る 生 態 系

○ ○

人と自然との豊かな触
れ合いの確保を旨とし
て調査、予測及び評価
されるべき環境要素

景 観
主要な眺望点及び
景 観 資 源 並 び に
主 要 な 眺 望 景 観

○

人 と 自 然 と の
触れ合いの活動の場

主要な人と自然との
触れ合いの活動の場

○

環境への負荷の量の程
度により予測及び評価
されるべき環境要素

廃 棄 物 等
産 業 廃 棄 物 ○ ○

残 土 ○

環境要素の区分

影響要因の区分

１．「■」は、「発電所アセス省令」第21条第1項第4号に定める「火力発電所（地熱を利用するものに限る。）別表4」に掲げられる
環境影響評価方法書以降の手続きにおける参考項目であることを示す。

２．「○」は、参考項目のうち、環境影響評価の項目として選定した項目であることを示す。
３．「※」は、冷却塔から排出される硫化水素による植生への影響及び冷却塔から排出される蒸気による樹木への着氷影響を含む。

環境影響評価の項目の選定②

方法書P6.1-5(319)

２．環境影響評価の項目選定について
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方法書P6.1-8(322)

項 目
環境影響評価項目として選定しない理由 根拠

環境要素の区分 影響要因の区分

大気
環境

大気質

窒素
酸化物

工事用資材等の
搬出入

鬼首リプレースと主要交通ルートが同じであるこ
と、発電出力が同等なことから設備工事規模や施工方
法、工事用資材等の搬入量も同等となると見込まれる
ことから、同様の措置を行うことで工事量ピークの環
境影響が同程度になると想定される。具体的には交通
ルートの分散による車両集中の低減、発生土の有効利
用による車両台数の低減、エコドライブの徹底及び車
両出場時のタイヤ洗浄等の環境保全措置を行うことで
環境影響は同程度と想定されることから選定しない。

第3号

粉じん等
工事用資材等の
搬出入

環境影響評価の項目として選定しない理由①

注：発電所アセス省令第21条第4項では、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとすると定めら
れている。

第1号：項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
第2号：対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
第3号：特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合

２．環境影響評価の項目選定について
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●選定しない理由

 鬼首リプレースと主要交通ルート及び出力が同じ（※）

 鬼首リプレースと同等の環境保全措置を計画：交通ルートの分散、
発生土の敷地内有効利用、エコドライブの徹底、車両出場時のタイ
ヤ洗浄等

 主要交通ルートにおける道路交通センサス(p.20)において交通量の
増加傾向なし

⇒工事量ピークの環境影響が鬼首リプレースと同程度と想定

※ピーク時期は建物の基礎コンクリート打設時期になると想定され、その工事量は
出力に相関

高日向山計画(現時点) 鬼首リプレース

出力 14.9MW 14.9MW

工事期間 約4年間 約4年間

工
事
内
訳

敷地造成 12か月 3か月

坑井工事 7本(28か月) 10本(27か月)

発電設備 25か月 32か月

試運転 4か月 5か月

ピーク時期 28-32か月目※ 26か月目(2021年5月)

２．環境影響評価の項目選定について／環境影響評価の項目として選定しない理由①

NOx、粉じん（工事車両による影響）について(1/3)
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方法書P2.2-11,12(14,15)

●環境保全措置
以下の対策を講じ、沿道に対す
る環境影響を低減

 特定ルート集中の低減
• 3つの主要交通ルートを分散

して使用

 工事用車両台数の低減
• 工事に伴う発生土の有効利用

 工事用車両による粉じんの低減
• 車両出場時のタイヤ洗浄
• 土砂等の飛散防止

機器の搬出入・通勤車両

資材および機器の搬出入

対象事業実施区域

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

２．環境影響評価の項目選定について／環境影響評価の項目として選定しない理由①

NOx、粉じん（工事車両による影響）について(2/3)
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●資料：道路交通センサス

 主要交通ルートとなる周辺道路で
交通量は若干の減少傾向

方法書P3.2-13,14(205,206)

道路名 地点
12時間
交通量

増減率
(12時間)

24時間
交通量

測定年

国道108号 ①
2971 3625 2015

2934 -1% 3550 2021

国道108号 ➁
1778 2151 2015

1533 -14% 1870 2021

主要地方道
最上鬼首線

③
424 547 2015

894 111% 1001 2021

国道108号 ④

3195 4154 2005

2777 -13% 3388 2010

3131 13% 3820 2015

344 -89% 416 2021

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

２．環境影響評価の項目選定について／環境影響評価の項目として選定しない理由①

NOx、粉じん（工事車両による影響）について(3/3)
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方法書P6.1-8(322)

環境影響評価の項目として選定しない理由②

項 目
環境影響評価項目として選定しない理由 根拠

環境要素の区分 影響要因の区分

水環境 水質 水の汚れ
施設の稼働
（排水）

施設の稼働に伴う排水のうち、一般排水はプラ
ント排水を油水分離槽で、生活排水を合併処理浄
化槽で処理し、熱水とともに還元井により地下に
還元することから、評価項目として選定しない。

第1号

人と自然との触れ
合いの活動の場

主要な人と
自然との触
れ合いの活
動の場

地形改変及び
施設の存在

主要な人と自然との触れ合いの活動の場とし
て、「荒雄岳」の登山道の一部が対象事業実施区
域（発電所敷地）と近接しているものの、この登
山道入口エリアの改変を行うことはなく、将来的
に施設も存在しないことから、評価項目として選
定しない。

２．環境影響評価の項目選定について

注：発電所アセス省令第21条第4項では、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとすると定めら
れている。

第1号：項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
第2号：対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
第3号：特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
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方法書P3.1-174,175,6.1-9(190,191,323)

放射性物質に係る環境影響評価の項目として選定しない理由

項 目
環境影響評価項目として選定しない理由

環境要素の区分

一般環境
中の放射
性物質

放射線
の量

対象事業実施区域及びその周辺は、「原子力災害対
策特別措置法」に基づく避難指示区域ではないこと、
対象事業実施区域（発電所敷地）の土壌の放射能濃度
は10～144Bq/kgと周囲の濃度と変わらないこと、
また、以下の措置を講ずることにより、対象事業の実
施に伴う放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそ
れがないことから、評価項目として選定しない。

【予防措置】
・建設発生土を現場内で利用することにより対象事業実施区域外への搬出を抑制
・造成工事における必要な深さ（少なくとも地表から深さ10cmまで）までの表土を除去
し、袋詰めやシート掛けなど、降雨による流出防止策を講じた上で仮置き
・表土の利用時の対策（盛土材として利用する際は、土粒子が飛散、流出しにくい位置・
形態で利用する等）

・仮設沈殿池及び濁水処理装置の設置により、濁水の流出を抑制

試料採取層毎の測定値（Bq/kg）

リター層 1cm 5cm 10cm 20cm

地点1 62 69 38 24 19

地点2 102 27 29 20 22

地点3 65 105 35 18 20

地点4 61 90 73 32 10

地点5 113 144 66 67 38

２．環境影響評価の項目選定について

地点3 地点5

地点2

地点1

地点4

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-2～5(325～328)

３．環境影響評価の実施方法

大気環境／大気質[硫化水素]①

●調査・予測・評価概要

 施設稼働に伴い硫化水素を排出することから、評価項目として選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

供用後/
施設の稼働
（排ガス）

・硫化水素の濃度
・気象

数値計算
回避

又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

硫化水素
「大気汚染物質測定法指針」

に定める方法
四季毎
(24時間)

5地点



24３．環境影響評価の実施方法

●調査内容

項 目 地点数 方 法 時 期

地上
気象観測

風向・風速
気温・湿度

対象事業実施区域
1地点 「気象業務法施行規則」

「地上気象観測指針」
に基づく方法

1年間の
連続観測降水量・日射量

放射収支量
鬼首地熱発電所

1地点

高層
気象観測

風向・風速
気温

鬼首地熱発電所
1地点

「高層気象観測指針」
に基づく方法

四季毎
(1週間)

[地上気象観測]

 対象事業実施区域(発電所敷地)では、地形影響を受けやすい

風向・風速・気温・湿度を観測

※常時電源がないため、バッテリーを電源に使用

 南に約1.6kmの距離にある鬼首地熱発電所にて、地形影響を受け

にくい降水量・日射量・放射収支量を観測

[高層気象観測]

 鬼首評価書に記載した観測結果(2016～2017年)を使用

方法書P6.2-2～5(325～328)

大気環境／大気質[硫化水素]②



25３．環境影響評価の実施方法

●調査地点

方法書P6.2-2～5(325～328)

■ 硫化水素調査地点
▲ 気象観測地点（風向・風速・温度・湿度）
▲ 気象観測地点（降水量・日射量・放射収支量、高層気象観測）

地上気象観測

大気環境／大気質[硫化水素]③
硫化水素測定

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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項 目 方 法 時 期 地点数

浮遊物質量(SS) 「水質汚濁に係る
環境基準について」

に定める方法
四季毎 4地点

流量

気象
天候・気温 採水時の結果を整理

降水量 地上気象観測結果を整理

方法書P6.2-6～8(329～331)

３．環境影響評価の実施方法

●調査・予測・評価概要

 敷地造成・基礎掘削工事における雨水・工事排水を近隣の沢へ排出す

ることから、評価項目として選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

工事中/
一時的な影響

・浮遊物質量
・流量
・気象

類似事例
・回避又は低減
・基準等との整合

●調査内容

水環境／水質[水の濁り]①



27３．環境影響評価の実施方法

●調査地点

水環境／水質[水の濁り]②

方法書P6.2-6～8(329～331)

試料採取

流量測定

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-9～11(332～334)

３．環境影響評価の実施方法

水環境／その他[温泉]①

●調査・予測・評価概要

 施設の稼働に伴い深部地熱流体の採取及び熱水の還元をすることから、

評価項目として選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

供用後/
施設の稼働

・温度
・湧出量
・主成分

概念モデル
回避

又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

温度
「日本産業規格」
に定める方法

四季毎 3地点湧出量 容積法

主成分等
「鉱泉分析法指針」

に定める方法



29３．環境影響評価の実施方法

●調査地点 試料採取

方法書P6.2-9～11(332～334)

水環境／その他[温泉]②

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-12～15(335～338)

３．環境影響評価の実施方法

その他の環境／地形・地質[重要な地形及び地質]①

●調査・予測・評価概要

 対象事業実施区域(発電所区域)は典型地形の「鬼首カルデラ」に

存在、その一部を改変することから、評価項目として選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

供用後/
施設の稼働

・文献調査
・ボーリング調査

類似事例
回避

又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

地形及び地質

・土地分類基本調査の地形
分類図や表層地質図に
より情報収集・整理

・ボーリング調査
適切な
時期

10地点

重要な地形及び地質の
分布、状態及び特性

・文献により情報を収集・
整理

対象事業
実施区域

(発電所敷地)
及びその周辺地すべりの状況

・地すべりの分布及び活動
状況の情報を収集・整理



31３．環境影響評価の実施方法

●調査地点

方法書P6.2-12～15(335～338)電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成

その他の環境／地形・地質[重要な地形及び地質]②
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方法書P6.2-16～18(339～341)

３．環境影響評価の実施方法

その他の環境／地盤[地盤変動]①

●調査・予測・評価概要

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

供用後/
施設の稼働

水準測量 概念モデル
回避

又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

地盤変動の状況
「建設省公共測量作業規程」等を参考とした
2級水準測量以上の精度による電子基準点
「鳴子」からの水準測量

1年間隔
で2回

8地点

 施設の稼働に伴い深部地熱流体の採取及び熱水の還元をすること

から、評価項目として選定



33３．環境影響評価の実施方法

●調査地点

方法書P6.2-16～18(339～341)

その他の環境／地盤[地盤変動]②

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-19～25(342～348)

３．環境影響評価の実施方法

動物①

●調査・予測・評価概要

 対象事業実施区域(発電所区域)に重要な種又は注目すべき生息地が

存在する場合、造成等の施工による一時的な影響や樹木の伐採・

土地改変による影響が考えられることから、生息状況を確認する

ために評価項目に選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

工事中/
一時的な影響

供用後/
施設の存在

・動物相の状況
・重要な種等の状況

類似事例
回避

又は低減
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●調査内容

３．環境影響評価の実施方法

動物②

項 目 方 法 時 期 地点数

哺乳類

・フィールドサイン調査

四季毎

7ルート

・捕獲調査
・自動撮影調査

13地点

鳥類
・ラインセンサス法調査 7ルート

・ポイントセンサス法調査 13地点

鳥類
(猛禽類)

・定点観察調査
出現状況に
応じた

適切な時期

出現状況に
応じて
3～7地点

爬虫類
両生類

・直接観察調査

春季・夏季
秋季

7ルート

昆虫類

・一般採集調査 7ルート

・ベイトトラップ法調査
・ライトトラップ法調査

13地点

魚類
・目視観察
・捕獲調査 春季～秋季の

間に2回

6地点

底生動物 ・採集調査 6地点

方法書P6.2-19～25(342～348)



36３．環境影響評価の実施方法

●調査地点／哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・昆虫類

動物③

― 動物相調査ルート(7ルート)
● 動物相調査地点(13地点)

[哺乳類]自動撮影調査

[昆虫類]ベイトトラップ法調査

[昆虫類]ライトトラップ法調査

方法書P6.2-19～25(342～348)電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



37３．環境影響評価の実施方法

●調査地点／鳥類(猛禽類)

動物④

方法書P6.2-19～25(342～348)

全10地点 冬季3地点

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成



38３．環境影響評価の実施方法

●調査地点／魚類・底生動物

動物⑤

● 魚類・底生動物調査地点(6地点)

[魚類]捕獲調査

[底生動物]採集調査

方法書P6.2-19～25(342～348)電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-26～28(349～351)

３．環境影響評価の実施方法

植物①

●調査・予測・評価概要

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

工事中/
一時的な影響

供用後/
施設の存在

・植物相、植生の状況
・重要な種等の状況

類似事例
回避

又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

植物相 ・現地踏査による目視確認
早春季・春季
夏季・秋季

7ルート

植 生
・現地踏査
・ブラウン－ブランケの
植物社会学的植生調査法

夏季～秋季の
間に1回

対象事業実施区域(発電所敷地)
及びその周辺2kmの範囲で複数地点
(一部鬼首評価書のデータを利用)

 対象事業実施区域(発電所区域)に重要な種又は重要な群落が存在する

場合、造成等の施工や樹木の伐採・土地改変による影響が考えられる

ことから、生育状況を確認するために評価項目に選定



40３．環境影響評価の実施方法

●調査地点

― 植物相調査ルート(7ルート)
○ 植生調査範囲(対象事業実施区域+その周辺約2km)

目視観察調査

方法書P6.2-26～28(349～351)

植物②

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-29～32(352～355)

３．環境影響評価の実施方法

生態系①

●調査・予測・評価概要

 対象事業実施区域(発電所区域)で造成等の施工、樹木の伐採・土地

改変による地域の生態系への影響が考えられることから、評価項目

として選定

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

工事中/
一時的な影響

供用後/
施設の存在

・自然環境に係る概況
・複数の注目種等の生態

類似事例
回避

又は低減
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●調査内容

方法書P6.2-29～32(352～355)

３．環境影響評価の実施方法

生態系②

 上位性注目種としてクマタカを、典型性注目種としてカラ類を選定

 各注目種における餌量調査は、鬼首評価書のデータを利用する

項 目 方 法 時 期 地点数

上位性
注目種

(クマタカ)

・行動圏調査
定点観察調査
(猛禽類調査に兼ねる)

・餌量調査[ノウサギ・ヘビ類調査]
(鬼首評価書の餌量指数データを利用)

注目種等の
生息・生育
特性に応じ
適切な時期を

選定

対象事業
実施区域

及びその周辺
典型性
注目種
(カラ類)

・生息状況調査
ポイントセンサス法調査
(鳥類調査に兼ねる)

・餌量調査[落下糞量・落下種子量調査]
(鬼首評価書の餌重量データを利用)
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方法書P6.2-33,34(356,357)

３．環境影響評価の実施方法

景観①

●調査・予測・評価概要

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

供用後/
施設の存在

・主要な眺望点
・景観資源の状況
・主要な眺望景観の状況

フォト
モンタージュ

回避
又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

・主要な眺望点
・景観資源の状況
・主要な眺望景観の状況

・現地調査による
写真撮影

・文献調査
夏季・秋季

観光・レクリエーション・
日常生活・産業活動に

利用される6地点

鳥瞰的視点1地点

 施設の存在に伴い周辺の眺望点からの眺望景観の変化が想定される

ことから、評価項目として選定



44３．環境影響評価の実施方法

景観②

●調査地点
①荒雄岳から対象事業実施区域方向を望む

⑤市道八ツ森線対象事業実施区域南側から
対象事業実施区域方向を望む

※これら6地点に加え「鳥瞰的視点」を設ける

方法書P6.2-33,34(356,357)電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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景観における鳥瞰的視点について

●鳥瞰的視点の候補

対象事業実施区域（発電所敷地）位置

 鳥瞰的視点は航空写真を使用し、以下のようなイメージを想定

南より 東北東より

北より東南東より

３．環境影響評価の実施方法
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方法書P6.2-35～37(358～360)

３．環境影響評価の実施方法

人と自然との触れ合いの活動の場①

●調査・予測・評価概要

環境要因 調査項目 予測手法 評価手法

工事中/
資材等の
搬出入

・活動の場の状況・分布
利用状況および環境

・交通量に係る状況

交通量の
変化の検討

回避
又は低減

●調査内容

項 目 方 法 時 期 地点数

・活動の場の状況・分布
利用状況及び環境

・現地踏査
・聞き取り調査

利用状況等を勘案し
適切な時期・時間帯を選定

2地点

・交通量に係る状況
・方向別・車種別の
交通量調査

利用状況を考慮し
交通状況を代表できる1日

1地点

 計画している主要な交通ルート沿いに主要な人と自然との触れ合いの

活動の場が存在しており、工事用資材等の搬出入車両による影響が想

定されることから、評価項目として選定



47３．環境影響評価の実施方法

人と自然との触れ合いの活動の場②

●調査地点
吹上公園キャンプ場

方法書P6.2-35～37(358～360)

荒雄湖畔公園

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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方法書P6.2-38,39(361,362)

３．環境影響評価の実施方法

廃棄物等

●調査・予測・評価概要

環境要因 環境要素 予測手法 評価手法

工事中/
一時的な影響

・産業廃棄物
・残土

工事計画に
基づき算出

・回避又は低減
・目標値等との整合

供用後/
廃棄物の発生

・産業廃棄物
発電所の
運転計画に
基づき算出

・回避又は低減
・国の政策等との整合

 建設工事及び施設の稼働に伴い産業廃棄物や残土が発生することから、

評価項目として選定



49


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	NOx、粉じん（工事車両による影響）について(1/3)
	NOx、粉じん（工事車両による影響）について(2/3)
	NOx、粉じん（工事車両による影響）について(3/3)
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	景観における鳥瞰的視点について
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49

